
（歳入） 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

（歳出） 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 千円

1 社会福祉総務費 36,243 7,612 0 9,000 19,631 2,073

2 心身障害者福祉費 1,508,001 1,050,378 0 1,531 456,092 48,156

3 地域活動支援センター費 8,064 0 0 3,665 4,399 464

1 老人福祉総務費 55,570 1,636 0 2,814 51,120 5,398

2 老人措置費 125,978 0 0 10,683 115,295 12,173

1 児童福祉総務費 77,654 45,708 0 28,601 3,345 353

2 児童措置費 1,856,195 1,105,096 1,100 134,115 615,884 65,028

3 保育所費 39,997 0 1,900 16,699 21,398 2,259

4 児童発達支援センター費 12,998 0 0 12,998 0 0

4 生活保護費 2 扶助費 925,889 723,396 0 0 202,493 21,380

1 保健衛生総務費 715,934 0 0 252,000 463,934 48,984

2 予防費 151,801 2,903 0 11,602 137,296 14,496

1 社会福祉費 4 国民年金費 701,619 339,799 0 0 361,820 38,202

2 老人福祉費 1 老人福祉総務費 1,803,381 138,496 0 0 1,664,885 175,785

8,019,324 3,415,024 3,000 483,708 4,117,592 434,751
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※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、事業に要する一般財源の比率に応じて充当します。

合計

3 児童福祉費

2 老人福祉費

1 保健衛生総務費

※人件費、事務費及び基金積立金については、除外しています。

特定財源

1 社会福祉費

地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる
社会保障施策に要する経費について

　消費税率（国・地方）が、平成26年4月1日から5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収
分については、全て社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　平成29年度銚子市一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。
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（単位：千円）


